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はじめに 

「埋設処分業務の実施に関する基本方針」（平成 20 年 12 月 25 日文部科学大

臣・経済産業大臣決定）及び「埋設処分業務の実施に関する計画」（認可：平成

21年 11月 13日、最終変更認可：令和 7年 1月 17日）に基づき、国立研究開発

法人日本原子力研究開発機構（以下「原子力機構」という。）の令和 8年度 埋設

処分業務に関する計画を以下のとおり作成する。 

 

1. 令和 8年度に実施する業務 

埋設事業については、国と一体となった立地対策に係る検討と併せ、研究施設

等から発生する低レベル放射性廃棄物の埋設処分に向けた理解促進のため、よ

り分かりやすい丁寧な説明に努める。そのため、デジタル技術等をより一層活用

して情報発信力の強化を図るとともに、関係機関等と協力の上、イベント等を通

じた広報活動を継続する。 

廃棄体受入基準整備のため、関係機関等と協力し、放射性廃棄物の発生施設ご

との特徴を踏まえた放射能インベントリ評価方法の取りまとめ、安全評価にお

ける重要核種の選定等を継続する。 

埋設施設の基本設計に向けて、最新の規制情報等を踏まえ、埋設施設の安全評

価等を継続する。 
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2. 令和 8年度の予算、収支計画、資金計画及び処分単価 

 

2.1 令和 8年度埋設処分業務予算 
 

 

表 2-1 令和 8年度埋設処分業務予算 

（単位：百万円） 
区分 埋設処分業務勘定 

収入 

   他勘定より受入れ 

   受託等収入    

   その他の収入 

   前年度よりの繰越金（埋設処分積立金） 

 

 

計 

 

1,718 

4 

47 

44,505 

 

 

46,274 

支出 

   事業費 

     うち、人件費 

     うち、埋設処分業務経費 

   埋設処分積立金繰越 

 

 

計 

 

303 

118 

185 

45,970 

 

 

46,274 

※ 予算の執行に当たっては、効率的な業務運営を図り、経費節減に努めていく。 

[注 1]各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

[注 2]他勘定からの繰入金額は、埋設処分業務に係る年度ごとの費用及び廃棄体

物量等を用いて試算される。 

・令和 8 年度の繰入金額は、「国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監

査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認

可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は

監督の地位等に関する省令」及び「国立研究開発法人日本原子力研究開発機

構が処分する放射性廃棄物の量に相当するものの算定方法を定める告示」に

基づき算定した額約 1,599百万円及び人件費約 118百万円とし、他勘定より

受け入れる。 
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2.2 令和 8年度埋設処分業務収支計画 
 

表 2-2 令和 8年度埋設処分業務収支計画 

（単位：百万円） 

区分 埋設処分業務勘定 

費用の部 

 経常費用 

  事業費 

  一般管理費 

  減価償却費 

 財務費用 

 臨時損失 

 

305 

305 

303 

 

1 

 

収益の部 

 他勘定より受入 

 研究施設等廃棄物処分収入 

 その他の収入 

 資産見返負債戻入 

 引当金見返収益 

臨時利益 

 

純利益 

日本原子力研究開発機構法第 21条第 4項積立金取崩額 

総利益 

1,770 

1,710 

4 

47 

1 

8 

 

 

1,465 

 

1,465 

[注 1]各欄積算と合計数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

[注 2]総利益は、令和 8年度以降の埋設処分業務に要する事業費用に充当する積

立金として計上する。 

[注 3]国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法を省略して記載している。 
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2.3 令和 8年度埋設処分業務資金計画 
 

表 2-3 令和 8年度埋設処分業務資金計画 

（単位：百万円） 

区分 埋設処分業務勘定 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次年度への繰越金 

 

46,274 

303 

 

 

45,970 

資金収入 

 業務活動による収入 

  他勘定より受入 

  研究施設等廃棄物処分収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

 財務活動による収入 

 前年度よりの繰越金 

46,274 

1,768 

1,718 

4 

47 

 

 

44,505 

[注 1]各欄積算と合計数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

 
 
 

2.4 処分単価 

受託料金の算定に用いる処分単価は、廃棄体の単位容積（200Lドラム缶）当

たりの処分費用に対し受託廃棄物の受入計画に基づき原子力機構の繰入金額

の算定と同様の割引率を考慮して設定する。 

 現時点の受託廃棄物の受入計画に基づいて算定した処分単価は、廃棄体

200Lドラム缶換算 1本当たり、コンクリートピット処分約 802千円、トレン

チ処分約 187千円である。ただし、トレンチ処分において、廃棄体の性状に

より施設に機能の付加を要する場合の処分単価は、200Lドラム缶 1本当た

り、トレンチ処分の処分単価に約 31千円を加えた額となる｡ 
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3. 令和 8年度の埋設処分業務の運営において留意する事項 

 原子力機構においては、埋設事業センターが中心となって、原子力機構内の関

係部署と連携・協力し、以下の事項に特段の配慮を行い、埋設事業の円滑かつ着

実な運営に努める。 

(1) 安全確保・コンプライアンスの徹底等 

 埋設処分業務の本格化に備え、廃棄物の管理状況等への理解を深め、埋設事

業を安全かつ効率的に実施するための教育に努めるとともに、コンプライアン

ス（法令遵守）の徹底等に努める。 

(2) 埋設処分業務勘定の管理等 

 埋設処分業務勘定において、他勘定からの繰入金額を算定するため、他勘定

及び機構以外の発生者分の収入、支出及び資金残高を適切に管理する。 

(3) 業務の評価 

 事業年度終了後、速やかに業務の評価を行い、その結果を公表する。 

 
以上 
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